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「
町
政
出
前
講
座
」
を

実
施
し
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
と
の
協

働
に
よ
る
町
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
「
町
政
出
前
講
座
」
を
行
っ
て
い

ま
す
。

▼
講
座
メ
ニ
ュ
ー（
令
和
２
年
度
）

①
防
災
に
つ
い
て

②
猪
苗
代
湖
の
水
環
境
保
全
に
つ
い

て③
家
庭
ご
み
の
正
し
い
分
別
に
つ
い

て④
介
護
保
険
に
つ
い
て

⑤
地
域
支
え
合
い
づ
く
り
に
つ
い
て

⑥
認
知
症
に
つ
い
て

⑦
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て

⑧
磐
梯
山
ジ
オ
パ
ー
ク
に
つ
い
て

▼
対
象
者

①
町
内
に
居
住
す
る
個
人
又
は
所
在

地
を
有
す
る
町
民
団
体
、
事
業
所
、

学
校
、
公
的
団
体
等
が
主
催
す
る
集

会
・
会
合
で
お
お
む
ね
10
人
以
上
の

参
集
者
が
い
る
こ
と
。

②
個
人
の
場
合
は
行
政
区
単
位
と
し

ま
す
。

▼
開
催
日
時

①
町
の
休
日
を
除
く
午
後
６
時
30
分

〜
午
後
９
時
の
間
で
１
時
間
30
分
程

度②
学
校
の
場
合
は
、
授
業
時
間
内
１

※
質
問
・
お
問
い
合
わ
せ
の
回
答
は

個
別
で
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
入
札
申
込
期
間

12
月
２
日（
水
）
午
後
３
時
ま
で

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
可

　

購
入
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
期
限

ま
で
に
必
ず
申
込
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
入
札
参
加
申
込
書
を
期
限

ま
で
に
提
出
し
て
い
な
い
人
は
、
当

日
入
札
に
参
加
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

代
理
人
が
入
札
に
参
加
す
る
場
合
は
、

委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

入
札
参
加
申
込
書
・
入
札
書
・
委

任
状
の
様
式
は
、
企
画
財
務
課
窓
口

お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま

す
。

▼
入
札
執
行
日　

12
月
３
日（
木
）

①
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ナ
ー　

午
後
４
時

②
ト
ラ
ク
タ
ー　

午
後
４
時
30
分

▼
入
札
場
所　

役
場
３
階　

正
庁
Ａ

※
時
間
厳
守
・
郵
送
不
可

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
係

☎（
62
）２
１
１
２

町
有
財
産（
土
地
）を

売
却
し
ま
す

　

町
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
般
競

争
入
札
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
人
は
、

受
付
締
め
切
り
日
ま
で
に
必
要
書
類

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
売
払
物
件

○
所
在
地
：
猪
苗
代
町
大
字
千
代
田

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

猪
苗
代
湖
岸
清
掃
車
両

を
公
売
し
ま
す

　　

企
画
財
務
課
所
管
の
猪
苗
代
湖
岸

清
掃
車
両
を
公
売
し
ま
す
。
車
種
お

よ
び
公
売
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
公
売
車
両
①

【
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ナ
ー（
米
国
バ
ー

バ
ー
社
製
）】

▼
年
式　

平
成
21
年
式

※
老
朽
化
か
ら
タ
イ
ン（
爪
）に
抜

け
落
ち
が
多
く
見
ら
れ
る
た
め
、
ゴ

ミ
集
積
能
力
が
著
し
く
低
下
し
て
い

ま
す
。

※
Ｐ
Ｔ
Ｏ
軸
駆
動
方
式
の
た
め
、
牽

引
す
る
ト
ラ
ク
タ
ー
が
必
要
で
す
。

※
令
和
２
年
11
月
末
ま
で
町
で
継
続

し
て
使
用
し
ま
す
。

▼
公
売
車
両
②

【
ト
ラ
ク
タ
ー（
ク
ボ
タ
社
製
）】

▼
車
種　

小
型
特
殊
自
動
車（
農
耕

用
車
両
）

▼
仕
様　

34
馬
力
、
キ
ャ
ビ
ン
付
き
、

ハ
ー
フ
ク
ロ
ー
ラ
タ
イ
プ

▼
年
式　

平
成
21
年
式

▼
稼
働
時
間　

２
，
３
５
３
時
間

（
10
月
16
日
現
在
）

▼
付
属
品　

フ
ロ
ン
ト
ロ
ー
ダ
、
大
容
量
爪
付
き

バ
ケ
ッ
ト
、
広
幅
マ
ニ
ア
フ
ォ
ー
ク

※
町
で
は
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ナ
ー
の
牽

引
用
と
し
て
使
用
し
て
い
ま
し
た
。

平
成
30
年
に
後
輪
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
部

お
よ
び
ク
ラ
ッ
チ
板
の
交
換
修
理
を

実
施
し
ま
し
た
。

※
令
和
２
年
11
月
末
ま
で
町
で
継
続

し
て
使
用
し
ま
す
。

▼
公
売
方
法

【
ト
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
】

　

ト
ラ
ク
タ
ー
の
入
札
参
加
者
は
猪

苗
代
町
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
・

法
人
等
に
限
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
共
通
事
項
】

　

現
車
を
公
開
し
、
そ
の
後
入
札
に

よ
り
最
低
売
却
価
格
以
上
の
最
高
入

札
額
者
と
売
買
契
約
を
締
結
。
代
金

入
金
確
認
後
に
受
け
渡
し
。
受
け
渡

し
は
令
和
２
年
12
月
25
日
ま
で
に
完

了
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

町
名
・
交
付
金
名
表
示
の
削
除
・

名
義
変
更
、
車
両
の
輸
送
な
ど
は
購

入
者
負
担
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し

町
内
に
限
り
町
で
輸
送
を
行
い
ま
す
。

現
車
渡
し
と
な
り
ま
す
。
内
装
・
外

装
・
機
械
年
式
に
応
じ
、
損
傷
・
錆

び
・
汚
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
購
入

さ
れ
る
場
合
は
、
必
ず
現
車
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
車
両
の
修
繕
履
歴

を
確
認
し
た
い
場
合
は
問
い
合
わ
せ

先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
車
両
確
認
会

　

土
町
倉
庫
に
て
、
車
両
の
確
認
会

を
次
の
日
時
に
行
い
ま
す
の
で
、
い

ず
れ
か
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

①
11
月
20
日（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
前
11
時
ま
で

②
11
月
25
日（
水
）

午
後
２
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

※
こ
の
ほ
か
個
別
で
確
認
し
た
い
場

合
は
ご
相
談
願
い
ま
す
。

▼
質
問
・
問
い
合
わ
せ
期
間

11
月
16
日
〜
12
月
２
日　

午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で（
土
日
祝
日
を

除
く
）

公
　
売

出
前
講
座

字
中
島
３
番
２

○
地
目
：
宅
地

○
地
積
：
９
６
５
．
４
１
㎡

○
最
低
売
払
価
格
：

１
３
，
０
２
４
，
０
３
６
円

　

物
件
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
や
提

出
様
式
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
締
め
切
り
日

　

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
人
は
、

「
普
通
財
産
売
払
一
般
競
争
入
札
参

加
申
請
書
」
を
12
月
10
日（
木
）ま

で
に
企
画
財
務
課
財
務
係
に
直
接
持

参
す
る
か
、
郵
送（
締
め
切
り
日
必

着
）で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
入
札
日
時

12
月
14
日（
月
）　

午
後
１
時
30
分

▼
入
札
場
所　

町
役
場
３
階　

正
庁

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

財
務
係

☎（
62
）２
１
１
２

時
間
30
分
程
度

▼
申
込
方
法　

　

総
務
課
備
え
付
け
の
「
町
政
出
前

講
座
申
込
書
」
に
ご
記
入
の
上
、
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

犬
の
散
歩
時
の
フ
ン
の

後
始
末
に
つ
い
て

　

犬
の
散
歩
の
際
は
、
必
ず
リ
ー
ド

を
つ
け
、
フ
ン
は
飼
い
主
が
責
任
を

持
っ
て
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

　

飼
育
場
所
は
清
潔
に
し
、
害
虫
や

悪
臭
の
発
生
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

環
境
係

☎（
62
）２
１
１
４

生
　
活

募集職種 資　　　格 受付期間 試験期日 将来の展望

推薦
男子中卒（見込み含む）17 歳未満の成
績優秀かつ生徒会活動などで顕著な
実績を収め、学校長が推薦できる者

11 月１日（日）～
11 月 30 日（月）

令和３年１月 10 日（日）、11 日（月）
※いずれか１日を指定

将来、陸上自衛隊において、
高機能化・システム化され
た装備品を駆使・運用する
とともに、国際社会におい
ても自信を持って対応でき
る自衛官となる者を養成す
るため、中学校卒業などを
対象に採用する制度です。

一般 男子中卒（見込み含む）17 歳未満の者
11 月１日（日）～
令和３年１月６日
（水）

１次試験
令和３年１月 23 日（土）

２次試験
令和３年２月４日（木）～７日（日）
※いずれか１日を指定

●陸上自衛隊高等工科学校の生徒を募集します

【応募・問い合わせ先】自衛隊福島地方協力本部　会津若松出張所　☎（27）6724
　　　　　　　　　　  965-0825　会津若松市門田町大字黒岩字大坪 57-1　

高
等
工
科
学
校
生
徒

▲ビーチクリーナー

▲トラクター▲公売する土地
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１
級
：
５
２
，
５
０
０
円

２
級
：
３
４
，
９
７
０
円

▼
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
本
人
お
よ
び
そ
の
扶

養
義
務
者
等
の
所
得
が
限
度
額
以
上

あ
る
場
合
、
そ
の
年
度（
８
月
か
ら

翌
年
７
月
）の
手
当
は
支
給
停
止
と

な
り
ま
す
。

▼
そ
の
他

　

障
が
い
の
種
類
や
程
度
、
所
得
制

限
限
度
額
な
ど
手
続
き
に
関
す
る
詳

細
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

県
児
童
家
庭
課

☎
０
２
４（
５
２
１
）７
１
７
６

保
健
福
祉
課 　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

12
月
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
す

　

町
議
会
の
本
会
議
は
一
般
に
公
開

さ
れ
て
お
り
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
議
場
は
町
役

場
３
階
で
す
。
傍
聴
す
る
人
は
、
傍

聴
席
入
口
に
あ
る
受
付
票
に
住
所
・

氏
名
・
年
齢
を
記
入
し
、
入
場
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
議
事
を
妨
害
す
る
恐
れ
の

あ
る
人
は
入
場
で
き
な
い
な
ど
、
傍

度
ま
た
は
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
・
養
育
し
て

い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
手
当
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん

①
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
、
対

象
児
童
が
日
本
に
住
所
を
有
し
な
い

場
合

②
児
童
が
障
害
児
入
所
施
設
な
ど
の

施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合

③
児
童
が
障
が
い
を
理
由
と
し
て
厚

生
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合

▼
手
当
を
受
け
る
手
続
き

次
の
書
類
を
添
え
て
保
健
福
祉
課
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

①
認
定
請
求
書（
保
健
福
祉
課
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
）

②
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

ま
た
は
抄
本
お
よ
び
世
帯
全
員
の
住

民
票

②
所
定
の
診
断
書
（
療
育
手
帳
「
Ａ
」

お
よ
び
身
体
障
害
者
手
帳
「
１
・
２
・

３
級
」
の
場
合
は
そ
の
写
し
に
よ
り

診
断
書
を
省
略
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）

④
通
帳
の
写
し

⑤
そ
の
他
必
要
な
書
類

▼
手
当
の
支
払
い

　

提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
、
県

知
事
が
認
定
し
ま
す
。
認
定
さ
れ
る

と
請
求
し
た
月
の
翌
月
か
ら
、
年
３

回
、
４
ケ
月
分
の
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

▼
手
当
の
月
額

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推

進
月
間
で
す

「
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）   

知
ら
せ
て
守
る 

こ
ど
も
の

未
来
」

　

児
童
虐
待
は
、
社
会
全
体
で
解
決

す
べ
き
問
題
で
す
。「
児
童
虐
待
か

も
？
」
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
お
電
話

く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
一
本
の
お
電

話
で
救
わ
れ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。

連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能
で

す
。
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

▼
児
童
虐
待
と
は
？

○
身
体
的
虐
待　

殴
る
、
蹴
る
、
叩
く
、
激
し
く
揺
さ

ぶ
る
、
溺
れ
さ
せ
る
、
縄
な
ど
に
よ

り
一
室
に
拘
束
す
る
な
ど

○
性
的
虐
待　

子
ど
も
へ
の
性
的
行
為
、
性
的
行
為

を
見
せ
る
な
ど

○
ネ
グ
レ
ク
ト　

食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
に

す
る
、
自
動
車
の
中
に
放
置
す
る
、

重
い
病
気
に
な
っ
て
も
病
院
に
連
れ

て
行
か
な
い
な
ど

○
心
理
的
虐
待　

言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
視
、
き
ょ
う

だ
い
間
で
の
差
別
的
扱
い
、
子
ど
も

の
目
の
前
で
家
族
に
対
し
て
暴
力
を

ふ
る
う（
Ｄ
Ｖ
）な
ど

　

虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど

も
が
い
た
ら
、
ご
自
身
が
出
産
や
子

育
て
に
悩
ん
だ
ら
、
子
育
て
に
悩
む

親
が
い
た
ら
、
児
童
相
談
所
や
町
保

健
福
祉
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
・
連
絡
先

児
童
相
談
所
全
国
共
通
三
桁
ダ
イ
ヤ

ル　

１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

※
猪
苗
代
町
役
場
に
お
け
る
虐
待
相

談
・
連
絡
の
窓
口
は
、児
童
・
高
齢
者
・

障
が
い
者
と
も
に
保
健
福
祉
課
で
す
。

行
政
相
談
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
が
役
所（
国
、
県
、

市
町
村
）
や
特
殊
法
人（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、

Ｊ
Ｒ
な
ど
）の
仕
事
に
つ
い
て
の
相

談
に
応
じ
、
そ
の
解
決
の
お
手
伝
い

を
し
ま
す
。

　

定
例
相
談
会
は
毎
月
１
回
、
第
３

水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時

11
月
18
日（
水
）、
12
月
16
日（
水
）

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
擁
護
・
行
政
相
談

委
員
合
同
相
談
会

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
人
権
擁
護

委
員
と
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の
人

権
の
擁
護
と
人
権
思
想
の
普
及
高
揚

を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

差
別
、
い
じ
め
、
嫌
が
ら
せ
な
ど
、

人
権
問
題
で
お
困
り
の
人
は
、
一
人

で
悩
ま
ず
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

12
月
４
日（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

第
４
委
員
会
室

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

特
別
児
童
扶
養
手
当

〜
障
が
い
の
あ
る

お
子
さ
ん
の
た
め
に
〜

　

こ
の
手
当
は
、
身
体
・
精
神
に
中

相
　
談

手
　
当

　家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油
などが河川などに流出する事故が例年この時期に多
く発生しています。
　特に冬期期間の灯油の詰め替え時に多く発生して
おり、気を付けていれば防げたものがほとんどです。
油流出事故は、水源や農業、漁業への被害や環境汚
染につながるほか、措置等に伴う費用負担が生じま
す。
　灯油などの油類を扱う際は、事故を起こさないよ
う十分注意してください。

◎事故を起こさないための心掛け
①給油現場を離れない！
ホームタンクなどから灯油を小分けしている時は、
絶対にその場を離れないようにしましょう。
②給油後の弁の閉め忘れに注意する！
給油後は、バルブやコックなどを完全に閉めたこと
を確認しましょう。
③屋根からの落雪や除雪時に注意する！

屋根からの落雪や除雪作業時に、ホームタンクや配
管が破損しないよう注意しましょう。
④点検を行う！
ホームタンク・配管に破損や老朽化による亀裂、漏
えい、油臭等がないか定期的に点検を行いましょう。

◎万が一、油を流出させてしまったら ･･･
◎油の流出を発見したら ･･･
①油を回収する！
すぐに布や新聞紙などで回収しましょう。
流出してしまった油の回収には、オイルフェンスや
マットなどを使用するため、回収に要した費用は、
原因者が負担することになります。
②連絡する！
会津地方振興局、消防署または町役場に連絡してく
ださい。
会津地方振興局　県民環境部環境課　☎（29）3912
猪苗代消防署　☎（62）4433
町民生活課　環境係　☎（62）2114

油流出事故を防止しましょう

聴
の
際
に
は
注
意
事
項
が
あ
り
ま
す

の
で
、
職
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
傍
聴
席
数
を
減
ら
し
、

マ
ス
ク
の
着
用
と
手
指
の
消
毒
な
ど
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

▼
開
会
予
定
日

12
月
１
日（
火
）

※
一
般
質
問
は
７
日（
月
）、
８
日

（
火
）の
予
定
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局　

議
事
係

☎（
62
）５
６
６
６

福
　
祉

議
　
会

　町は、「広報猪苗代」に掲載する有料広告を募集して
います。事業所の宣伝、広告などにぜひご活用ください。
手続きや料金など、詳しくは下記にお問い合わせくださ
い。
 問総務課　秘書広報係　☎（62）2111

有料広告募集中
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中
小
事
業
者
等
は
、
令
和
３
年
度
に

限
り
事
業
用
家
屋
お
よ
び
償
却
資
産

に
係
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、
申

告
に
よ
り
特
例
措
置（
軽
減
）を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
者

●
個
人（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数

が
千
人
以
下
）

●
法
人

①
資
本
金
の
額
ま
た
は
出
資
金
の
額

が
１
億
円
以
下

②
資
本
ま
た
は
出
資
を
有
し
な
い
法

人
の
う
ち
従
業
員
数
が
千
人
以
下

▼
事
業
収
入
減
少
幅
お
よ
び
特
例
率

▼
対
象
資
産

①
事
業
用
家
屋（
事
業
に
供
す
る
部

分
の
み
）

②
償
却
資
産

▼
特
例
が
適
用
さ
れ
る
期
間

令
和
３
年
度
に
限
る

▼
申
告
期
限

令
和
３
年
２
月
１
日（
月
）ま
で

▼
申
告
方
法
お
よ
び
提
出
書
類

①
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
等
で

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別

給
付
金
の
申
請
は
お
済
で

す
か

　

県
で
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
を
支
援

す
る
た
め
、
給
付
金
を
支
給
し
て
い

ま
す
。

　

申
請
が
必
要
な
人
は
、
受
付
期
間

内
に
忘
れ
ず
に
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

【
基
本
給
付
】

▼
対
象
者　

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
。

①
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お
り
、

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
が
全
額
停
止
さ
れ
る
人

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
収
入
が
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
し
て
い
る
人
と
同
じ
水
準

と
な
っ
て
い
る
人

▼
給
付
額　

１
世
帯
５
万
円
、
第
２
子
以
降
１
人

に
つ
き
３
万
円

【
追
加
給
付
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、
収

入
が
減
少
し
て
い
る
人
へ
の
給
付
。

▼
対
象
者　

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
て
収
入
が
減
少
し
た
人
。

①
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
が
支
給
さ
れ
る
人

②
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お
り
、

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
が
全
額
停
止
さ
れ
る
人

▼
給
付
額　

１
世
帯
５
万
円

▼
給
付
金
の
支
給
手
続
き

　

基
本
給
付
、
追
加
給
付
と
も
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
書
に
振
込
先
口

座
等
を
記
入
し
て
、
必
要
書
類
と
と

も
に
保
健
福
祉
課
窓
口
に
直
接
ご
提

出
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

▼
申
請
書
受
付
期
間

　

令
和
３
年
２
月
末
ま
で
福
島
県
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、

な
る
べ
く
早
め
に
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
そ
の
他

　

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
の
基
本
給
付
に
つ
い
て
は
、

既
に
給
付
金
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

県
児
童
家
庭
課　
　
　
　
　

☎
０
２
４（
５
２
１
）７
１
７
６

燃
や
せ
る
ご
み
の
出
し
方

に
つ
い
て

　

町
内
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い

て
、燃
や
せ
る
ご
み
の
日
に
「
段
ボ
ー

ル
箱
」
や
「
米
袋
」
に
入
れ
て
あ
る

ご
み
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

燃
や
せ
る
ご
み
を
出
す
際
は
、
必

ず
町
指
定
の
ご
み
袋
ま
た
は
半
透
明

の
ご
み
袋
に
入
れ
て
、
氏
名
を
記
入

し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
段
ボ
ー
ル
箱
」
は
折
り

た
た
ん
で
古
紙
の
日
に
出
す
か
、
地

区
の
集
団
資
源
回
収
の
際
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
「
米
袋
」
は
町
指
定
の
ご
み
袋
ま

た
は
半
透
明
の
ご
み
袋
に
入
れ
て
、

燃
や
せ
る
ご
み
の
日
に
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

各
家
庭
に
お
配
り
し
て
い
ま
す「
ご

み
リ
サ
イ
ク
ル
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
ご

確
認
い
た
だ
き
、
ご
み
の
出
し
方
や

分
別
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

環
境
係

☎（
62
）２
１
１
４

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
等
に
係
る
中
小
事
業

者
等
に
対
す
る
固
定
資
産

税
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
事
業
収
入
が
減
少
し
て
い
る

給
付
金

も
っ
て
住
民
の
立
場
に
立
っ
た
相
談

に
応
じ
る
ほ
か
、
必
要
な
援
助
活
動

を
行
い
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
努
め

ま
す
。
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

・
告
　
示

・
第
45
号
「
地
縁
団
体
告
示
事
項
変

更
」（
総
務
課
行
政
管
理
係
）

・
第
46
号
「
猪
苗
代
町
風
し
ん
ワ
ク

チ
ン
接
種
及
び
抗
体
検
査
助
成
事
業

実
施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

の
概
要
」（
保
健
福
祉
課
健
康
づ
く

り
係
）

・
第
47
号
「
猪
苗
代
町
営
磐
梯
山
牧

場
に
係
る
放
牧
期
間
に
つ
い
て
」（
農

林
課
農
業
振
興
係
）

・
第
48
号
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
証
交
付
」（
上
下
水
道
課
水
道

管
理
係
）

・
第
49
号
「
令
和
元
年
台
風
第
十
九

号
に
係
る
猪
苗
代
町
国
民
健
康
保
険

一
部
負
担
金
等
の
免
除
の
取
扱
に

関
す
る
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要

綱
」（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
係
）

・
第
50
号
「
債
権
差
押
書
」（
税
務

課
収
納
係
）

援
金
交
付
要
綱
」（
商
工
観
光
課
商

工
観
光
係
）

・
第
65
号
「
令
和
２
年
度
固
定
資
産

税
第
１
期
督
促
状
の
公
示
送
達
」（
税

務
課
収
納
係
）

・
第
66
号
「
猪
苗
代
町
移
住
支
援
金

交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要

綱
」（
商
工
観
光
課
商
工
観
光
係
） 

・
第
67
号
「
猪
苗
代
町
排
水
設
備
指

定
工
事
店
の
指
定（
№
１
〜
62
）」（
上

下
水
道
課
下
水
道
係
） 

・
公
　
告

・
第
14
号
「
令
和
２
年
４
月
分
「
農

用
地
利
用
集
積
計
画
」」（
農
業
委
員

会
農
地
係
）

・
第
15
号
「
令
和
３
年
度
猪
苗
代
町

職
員
（
大
卒
程
度
、
短
大
卒
程
度
）

採
用
候
補
者
試
験
」（
総
務
課
行
政

管
理
係
）

・
第
16
号
「
令
和
２
年
５
月
分
「
農

用
地
利
用
集
積
計
画
」」（
農
業
委
員

会
農
地
係
） 

・
第
17
号
「
令
和
３
年
度
猪
苗
代
町

職
員
（
高
校
卒
程
度
）
採
用
候
補
者

試
験
」（
総
務
課
行
政
管
理
係
） 

・
第
18
号
「
令
和
２
年
６
月
分
「
農

用
地
利
用
集
積
計
画
」」（
農
業
委
員

会
農
地
係
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
第
51
号
「
猪
苗
代
町
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
介
護
予
防
支
援
事
業
所

指
定
更
新
申
請
」（
保
健
福
祉
課
高

齢
者
福
祉
係
）

・
第
52
号
「
猪
苗
代
町
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
指
定
更
新
申
請
」（
保

健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係
）

・
第
53
号
「
い
な
わ
し
ろ
ホ
ー
ム
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
指
定
更
新

申
請
」（
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉

係
）

・
第
54
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
再
交
付
に
係
る
無
効
告
示
」（
町

民
生
活
課
国
保
年
金
係
）

・
第
55
号
「
地
縁
団
体
告
示
事
項
変

更
」（
総
務
課
行
政
管
理
係
） 

・
第
56
号
「
猪
苗
代
町
議
会
臨
時
会

の
招
集
」（
総
務
課
行
政
管
理
係
）

・
第
57
号
「
猪
苗
代
町
議
会
定
例
会

の
招
集
」（
総
務
課
行
政
管
理
係
）

・
第
58
号
「
個
人
情
報
の
開
示
の
実

施
状
況
」（
総
務
課
秘
書
広
報
係
）

・
第
59
号
「
情
報
公
開
の
実
施
状
況
」

（
総
務
課
秘
書
広
報
係
）

・
第
60
号
「
充
当
通
知
の
公
示
送
達
」

（
税
務
課
収
納
係
）

・
第
61
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
再
交
付
に
係
る
無
効
告
示
」（
町

民
生
活
課
国
保
年
金
係
）

・
第
62
号
「
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書
の
公
示
送
達
」（
税
務

課
賦
課
係
）

・
第
63
号
「
固
定
資
産
税
納
税
通
知

書
の
公
示
送
達
」（
税
務
課
賦
課
係
）

・
第
64
号
「
猪
苗
代
町
事
業
継
続
支

確
認
を
受
け
る
事
項

・
中
小
事
業
者
等
で
あ
る
こ
と

・
事
業
収
入
が
減
少
し
て
い
る
こ
と

・
事
業
用
家
屋
、
償
却
資
産
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
そ
の
事
業
用
割
合

②
提
出
書
類

・
申
告
書

・
特
例
対
象
資
産
一
覧（
事
業
用
家

屋
が
あ
る
場
合
）

・
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
の
写
し

・
事
業
用
割
合
が
わ
か
る
書
類

③
提
出
先　

税
務
課　

▼
そ
の
他

　

申
告
書
様
式
等
に
つ
い
て
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
係

☎（
62
）２
１
１
３

新
し
い
民
生
児
童
委
員

を
紹
介
し
ま
す

森
田
久
美
子
さ
ん（
酸
川
野
）

☎（
64
）２
４
５
０

【
担
当
地
区
】
名
家
・
酸
川
野
・
田

茂
沢

　

民
生
児
童
委
員
は
、
厚
生
労
働
大

臣
な
ら
び
に
県
知
事
か
ら
委
嘱
さ
れ

る
も
の
で
、
社
会
奉
仕
の
精
神
を

令
和
２
年
２
〜
10

月
ま
で
の
任
意
の

連
続
す
る
３
ケ
月

間
の
事
業
収
入
減

少
率

　

特
例
率

  （
軽
減
率
）

50
％
以
上
減
少
　

全　

額　

30
％
以
上
50
％
未

満

　

２
分
の
１

生
　
活

税
　
金

案
　
内

掲
示
板


